






 







    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２）土地利用計画２）土地利用計画２）土地利用計画２）土地利用計画     （※ 次頁「木津地区土地利用計画図」参照） 

 

● 木津地区は、まちづくり計画（平成 5）における土地利用計画に沿って、圃場整備等を実施

してきた。それ以降、周辺の山林部で大規模造成等が行われてきたが、集落内の土地利用の

基本的な方向については概ねそれを継承している。 

● 木津地区の農地は、明石側に沿って広がり、集落域の中でまとまって存在している。ほぼ一

様に居住域に面しており、田園景観としてのまとまりが感じられ、農地の保全は、地区の営

農及び生活環境の保全に重要な意味を持つ。 

● また、複合産業団地や旧ゴルフ場等の大規模造成により、周辺環境は一変し、残存する山林

は、里山的自然を有する貴重な存在となっている。 

● さらに木津地区は、明石川に沿って東西約 2km に渡り細長い形態であり、東西両端に神戸

電鉄の駅を持つ。東端は、川池を経て、明石川の上流的雰囲気を持つエリアとなっているが、

西端は、幹線道路（神戸三木線）に接し、押部谷方面へと続く、宅地開発の進んだエリアに

続いており、東部と対照的な雰囲気を持つ。 

● 西端の木幡駅は近隣住宅（秋葉台等）の住民に利用されている駅であり、同時に幹線道路に

ほぼ面している。そこで幹線道路沿いのエリア及び駅前周辺は、今後、沿道施設や地区内生

産物販売等のパイロット店設置等、多様な活用が考えられる。 

● 以上のような状況を踏まえ、木津地区の土地利用計画における区域指定の考え方を下記に示

す。 

（１）農業保全区域（１）農業保全区域（１）農業保全区域（１）農業保全区域    

圃場整備されたエリアは、農業保全区域として位置付ける。川池は、東西に隣接する農

地との一体的な位置付けから、農業保全区域とする。また、地区内の宅地であっても、居

住区域としての一定のまとまりを満たせない部分について農業保全区域に取組む。但し、

事前に用途を明示し計画に明記することで、居住区域的土地利用へのフォローをする。 

（２）集落居住区域（２）集落居住区域（２）集落居住区域（２）集落居住区域    

木津・木幡両駅周辺のまとまった居住区域と、集落内では住居のまとまりを考慮しつつ

設定する。集落内で居住の散在するエリアでは、（１）に位置付けられるものもある。 

（３）環境保全区域（３）環境保全区域（３）環境保全区域（３）環境保全区域    

集落周囲の山林部分は、生活環境の面から里山的な自然環境として位置付けると同時に、

周辺開発地域との緩衝地帯としての意味も兼ねることから、環境保全区域に位置付けるも

のとする。特定保留区域は、計画の具体化まで、等区域に位置付ける。西端南側の木津ゴ

ルフセンターは、背後の山林を評価し、環境保全区域に取り込むこととする。 

また、区域内に空家があり、無用心な為、移住促進住宅として位置付ける。 

（４）特定用途区域（４）特定用途区域（４）特定用途区域（４）特定用途区域    

集落中央、明石側に沿って神戸電鉄の車庫がある。当エリアは、外観と用途から特定用

途区域（B）に位置付ける。 
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木津里づくり計画 ２-１）計画の視点と考え方 ２-２）土地利用計画 (5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里づくり計画に位置づけるもの 

№ 内 容   地 目 事業者 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

住宅拡張   田（非） 栢木賢志 

分家住宅   宅地   中村和民 

農舎     宅地   大野光 

道路     畑（非） 木津財産区 

道路     田（非） 木津財産区 

駐車場    畑    中西勝己 

駐車場    田    大西和夫 

農舎     田（非） 柏木俊彰 

農家住宅   田（非） 立石晴男 

農家住宅   田（非） 平井忠臣 

分家住宅   宅地   竹中芳一 

分家住宅   宅地   柏木大輝 

農舎     原野   田中保 

農舎     田（非） 高原登美雄 

農舎     田（非） 棚田守 

農舎     原野   成清浩子 

農舎     山林   河口昇 

畜舎     田（非） 中西義徳 

畜舎     田（非） 中西義徳 

雑種地    雑種地  木津財産区 

雑種地    雑種地  木津財産区 

移住促進住宅 宅地 

①①①①    

⑦⑦⑦⑦    

⑥⑥⑥⑥    

②②②②    
③③③③    

⑤⑤⑤⑤    

④④④④    

○○○○22222222

⑧⑧⑧⑧    
⑨⑨⑨⑨    

⑩⑩⑩⑩    

⑪⑪⑪⑪    
⑫⑫⑫⑫    

⑬⑬⑬⑬    

⑭⑭⑭⑭    ⑮⑮⑮⑮    

⑯⑯⑯⑯    

⑰⑰⑰⑰    

⑱⑱⑱⑱    

⑲⑲⑲⑲    

⑳⑳⑳⑳    
○○○○21212121     






































































